
（
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確

保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財

源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
基
準
所
得
税
額
）

（
基
準
所
得
税
額
）

第
十
条

こ
の
章
に
お
い
て
「
基
準
所
得
税
額
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区

第
十
条

同

上

分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
所
得
税
の
額
（
附
帯
税
の
額
を
除
く
。
）
を
い
う
。

一
～
三

省

略

一
～
三

同

上

四

内
国
法
人

次
に
掲
げ
る
所
得
に
つ
き
、
所
得
税
法
、
租
税
特
別
措
置
法
そ
の

四

同

上

他
の
所
得
税
の
税
額
の
計
算
に
関
す
る
法
令
の
規
定
（
同
法
第
九
条
の
三
の
二
第

五
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
所
得
税
法
第
百
七
十
五
条
の
規
定

を
除
く
。
）
に
よ
り
計
算
し
た
所
得
税
の
額

イ

省

略

イ

同

上

ロ

租
税
特
別
措
置
法
第
三
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
国
外
公
社
債
等
の
利
子

ロ

租
税
特
別
措
置
法
第
三
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
国
外
公
社
債
等
の
利
子

等
、
同
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
民
間
国
外
債
の
利
子
、
同
条
第
十
三
項

等
、
同
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
民
間
国
外
債
の
利
子
、
同
条
第
十
一
項

に
規
定
す
る
外
貨
債
の
利
子
、
同
法
第
八
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
国
外
投

に
規
定
す
る
外
貨
債
の
利
子
、
同
法
第
八
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
国
外
投

資
信
託
等
の
配
当
等
、
同
法
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
国
外
株
式
の
配

資
信
託
等
の
配
当
等
、
同
法
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
国
外
株
式
の
配

当
等
、
同
法
第
四
十
一
条
の
九
第
二
項
に
規
定
す
る
懸
賞
金
付
預
貯
金
等
の
懸

当
等
、
同
法
第
四
十
一
条
の
九
第
二
項
に
規
定
す
る
懸
賞
金
付
預
貯
金
等
の
懸

賞
金
等
、
同
法
第
四
十
一
条
の
十
二
第
二
項
に
規
定
す
る
償
還
差
益
及
び
同
法

賞
金
等
、
同
法
第
四
十
一
条
の
十
二
第
二
項
に
規
定
す
る
償
還
差
益
及
び
同
法

第
四
十
一
条
の
十
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
差
益
金
額

第
四
十
一
条
の
十
二
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
差
益
金
額

五

省

略

五

同

上

（
課
税
標
準
及
び
税
額
の
申
告
）

（
課
税
標
準
及
び
税
額
の
申
告
）

第
十
七
条

所
得
税
法
第
百
二
十
条
第
一
項
、
第
百
二
十
四
条
第
一
項
（
同
法
第
百
二

第
十
七
条

同

上

十
五
条
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
二
十
五
条
第
一
項
、

第
百
二
十
六
条
第
一
項
又
は
第
百
二
十
七
条
第
一
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
百

六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
確
定
申
告
書
を
提

出
す
べ
き
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
確
定
申
告
書
の

提
出
期
限
ま
で
に
、
税
務
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上

三

そ
の
年
分
の
所
得
税
法
第
百
二
十
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
源
泉
徴
収
税

三

そ
の
年
分
の
所
得
税
法
第
百
二
十
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
源
泉
徴
収
税



額
に
併
せ
て
源
泉
徴
収
を
さ
れ
た
、
又
は
さ
れ
る
べ
き
復
興
特
別
所
得
税
の
額
（

額
に
併
せ
て
源
泉
徴
収
を
さ
れ
た
、
又
は
さ
れ
る
べ
き
復
興
特
別
所
得
税
の
額
（

当
該
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
う
ち
に
、
出
国
申
告
書
（
同
法
第
百
二
十
七
条
第

当
該
復
興
特
別
所
得
税
の
額
の
う
ち
に
、
出
国
申
告
書
（
同
法
第
百
二
十
七
条
第

一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
確
定
申
告
書
に
併
せ
て
提
出
す
る
復
興
特

一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
確
定
申
告
書
に
併
せ
て
提
出
す
る
復
興
特

別
所
得
税
申
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
提

別
所
得
税
申
告
書
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
提

出
し
た
こ
と
に
よ
り
、
又
は
出
国
申
告
書
に
係
る
復
興
特
別
所
得
税
に
つ
き
更
正

出
し
た
こ
と
に
よ
り
、
又
は
出
国
申
告
書
に
係
る
復
興
特
別
所
得
税
に
つ
き
更
正

を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
還
付
さ
れ
る
金
額
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
金
額
が
あ
る
場

若
し
く
は
決
定
を
受
け
た
こ
と
に
よ
り
還
付
さ
れ
る
金
額
そ
の
他
政
令
で
定
め
る

合
に
は
、
当
該
金
額
を
控
除
し
た
金
額
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
並
び
に
次
項
第

金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
を
控
除
し
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

一
号
に
お
い
て
「
源
泉
徴
収
特
別
税
額
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
前
号

「
源
泉
徴
収
特
別
税
額
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
前
号
に
掲
げ
る
復
興

に
掲
げ
る
復
興
特
別
所
得
税
の
額
か
ら
そ
の
源
泉
徴
収
特
別
税
額
を
控
除
し
た
金

特
別
所
得
税
の
額
か
ら
そ
の
源
泉
徴
収
特
別
税
額
を
控
除
し
た
金
額

額

四

前
号
に
掲
げ
る
金
額
の
計
算
上
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
源
泉
徴
収
特
別
税
額
が

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
金
額

四

そ
の
年
分
の
予
納
特
別
税
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
復
興
特
別

五

そ
の
年
分
の
予
納
特
別
税
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
二
号
に
掲
げ
る
復
興
特
別

所
得
税
の
額
（
源
泉
徴
収
特
別
税
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
前
号
に
掲
げ
る
金
額
）

所
得
税
の
額
（
源
泉
徴
収
特
別
税
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
第
三
号
に
掲
げ
る
金
額

か
ら
当
該
予
納
特
別
税
額
を
控
除
し
た
金
額

）
か
ら
当
該
予
納
特
別
税
額
を
控
除
し
た
金
額

六

前
号
に
掲
げ
る
金
額
の
計
算
上
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
予
納
特
別
税
額
が
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
金
額

五

省

略

七

同

上

２

確
定
申
告
書
（
前
項
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
を
除
く
。
）
を
提
出
す
る
者
は
、

２

確
定
申
告
書
（
前
項
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
を
除
く
。
）
を
提
出
す
る
者
は
、

同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
ほ
か
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
税

同
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
税
務
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

務
署
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

一

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
金
額
の
計
算
上
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
源
泉
徴
収
特
別

税
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
金
額

二

前
項
第
四
号
に
掲
げ
る
金
額
の
計
算
上
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
予
納
特
別
税
額

が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
金
額

三

前
二
号
に
掲
げ
る
金
額
の
計
算
の
基
礎
そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項

３

省

略

３

同

上

４

第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
予
納
特
別
税
額
と
は
、
次
に
掲

４

第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
規
定
す
る
予
納
特
別
税
額
と
は
、
次
に
掲
げ
る
税

げ
る
税
額
の
合
計
額
（
当
該
税
額
の
う
ち
に
、
出
国
申
告
書
を
提
出
し
た
こ
と
に
よ

額
の
合
計
額
（
当
該
税
額
の
う
ち
に
、
出
国
申
告
書
を
提
出
し
た
こ
と
に
よ
り
、
又

り
、
又
は
出
国
申
告
書
に
係
る
復
興
特
別
所
得
税
に
つ
き
更
正
を
受
け
た
こ
と
に
よ

は
出
国
申
告
書
に
係
る
復
興
特
別
所
得
税
に
つ
き
更
正
若
し
く
は
決
定
を
受
け
た
こ

り
還
付
さ
れ
る
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
を
い
う
。

と
に
よ
り
還
付
さ
れ
る
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
を
控
除
し
た
金
額
）
を

い
う
。

一
・
二

省

略

一
・
二

同

上



５
～
７

省

略

５
～
７

同

上

（
申
告
に
よ
る
納
付
等
）

（
申
告
に
よ
る
納
付
等
）

第
十
八
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
復
興
特
別
所
得
税
申
告
書
を
提
出
し
た
者
は

第
十
八
条

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
復
興
特
別
所
得
税
申
告
書
を
提
出
し
た
者
は

、
当
該
復
興
特
別
所
得
税
申
告
書
に
記
載
し
た
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
（
同
項

、
当
該
復
興
特
別
所
得
税
申
告
書
に
記
載
し
た
同
項
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
（
同
項

第
三
号
に
規
定
す
る
源
泉
徴
収
特
別
税
額
が
あ
り
、
か
つ
、
同
項
第
四
号
に
規
定
す

第
三
号
に
規
定
す
る
源
泉
徴
収
特
別
税
額
が
あ
り
、
か
つ
、
同
項
第
五
号
に
規
定
す

る
予
納
特
別
税
額
が
な
い
場
合
に
は
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
金
額
と
し
、
同
項
第

る
予
納
特
別
税
額
が
な
い
場
合
に
は
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
金
額
と
し
、
同
項
第

四
号
に
規
定
す
る
予
納
特
別
税
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
号
に
掲
げ
る
金
額
と
す
る

五
号
に
規
定
す
る
予
納
特
別
税
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
同
号
に
掲
げ
る
金
額
と
す
る

。
）
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
金
額
に
相
当
す
る
復
興
特
別
所
得
税
を
当
該
復
興
特
別

。
）
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
金
額
に
相
当
す
る
復
興
特
別
所
得
税
を
当
該
復
興
特
別

所
得
税
申
告
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
、
国
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

所
得
税
申
告
書
の
提
出
期
限
ま
で
に
、
国
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
～

省

略

２
～

同

上

15

15

（
申
告
に
よ
る
源
泉
徴
収
特
別
税
額
等
の
還
付
等
）

（
申
告
に
よ
る
源
泉
徴
収
特
別
税
額
等
の
還
付
等
）

第
十
九
条

復
興
特
別
所
得
税
申
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
復
興

第
十
九
条

復
興
特
別
所
得
税
申
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
復
興

特
別
所
得
税
申
告
書
に
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
の
記
載
が
あ
る
と

特
別
所
得
税
申
告
書
に
第
十
七
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
金
額
の
記
載
が
あ
る
と

き
は
、
税
務
署
長
は
、
当
該
復
興
特
別
所
得
税
申
告
書
を
提
出
し
た
者
に
対
し
、
当

き
は
、
税
務
署
長
は
、
当
該
復
興
特
別
所
得
税
申
告
書
を
提
出
し
た
者
に
対
し
、
当

該
金
額
に
相
当
す
る
復
興
特
別
所
得
税
を
還
付
す
る
。

該
金
額
に
相
当
す
る
復
興
特
別
所
得
税
を
還
付
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
復
興
特
別
所
得
税
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
第
十

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
復
興
特
別
所
得
税
申
告
書
に
記
載
さ
れ
た
第
十

七
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
源
泉
徴
収
特
別
税
額
の
う
ち
に
ま
だ
納
付
さ
れ
て

七
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
源
泉
徴
収
特
別
税
額
の
う
ち
に
ま
だ
納
付
さ
れ
て

い
な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
金
の
額
の
う
ち
そ
の
納
付

い
な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
金
の
額
の
う
ち
そ
の
納
付

さ
れ
て
い
な
い
部
分
の
金
額
に
相
当
す
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
そ
の
納
付
が
あ
る
ま

さ
れ
て
い
な
い
部
分
の
金
額
に
相
当
す
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
そ
の
納
付
が
あ
る
ま

で
は
、
還
付
し
な
い
。

で
は
、
還
付
し
な
い
。

３

復
興
特
別
所
得
税
申
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
復
興
特
別
所

３

復
興
特
別
所
得
税
申
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
復
興
特
別
所

得
税
申
告
書
に
第
十
七
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
、

得
税
申
告
書
に
第
十
七
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
金
額
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
、

税
務
署
長
は
、
当
該
復
興
特
別
所
得
税
申
告
書
を
提
出
し
た
者
に
対
し
、
当
該
金
額

税
務
署
長
は
、
当
該
復
興
特
別
所
得
税
申
告
書
を
提
出
し
た
者
に
対
し
、
当
該
金
額

に
相
当
す
る
同
号
に
規
定
す
る
予
納
特
別
税
額
（
次
項
に
お
い
て
「
予
納
特
別
税
額

に
相
当
す
る
同
号
に
規
定
す
る
予
納
特
別
税
額
（
次
項
に
お
い
て
「
予
納
特
別
税
額

」
と
い
う
。
）
を
還
付
す
る
。

」
と
い
う
。
）
を
還
付
す
る
。

４
～

省

略

４
～

同

上

13

13

（
更
正
の
請
求
の
特
例
）

（
更
正
の
請
求
の
特
例
）

第
二
十
一
条

省

略

第
二
十
一
条

同

上

２

所
得
税
法
第
百
五
十
三
条
（
同
法
第
百
六
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

２

所
得
税
法
第
百
五
十
三
条
（
同
法
第
百
六
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
は
、
個
人
が
次
に
掲
げ
る
金
額
に
つ
き
修
正
申
告
書
を
提
出
し
、
又

む
。
）
の
規
定
は
、
個
人
が
次
に
掲
げ
る
金
額
に
つ
き
修
正
申
告
書
を
提
出
し
、
又



は
更
正
若
し
く
は
決
定
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
修
正
申
告
書
の
提
出
又
は

は
更
正
若
し
く
は
決
定
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
修
正
申
告
書
の
提
出
又
は

更
正
若
し
く
は
決
定
に
伴
い
、
そ
の
修
正
申
告
書
又
は
更
正
若
し
く
は
決
定
に
係
る

更
正
若
し
く
は
決
定
に
伴
い
、
そ
の
修
正
申
告
書
又
は
更
正
若
し
く
は
決
定
に
係
る

年
分
の
翌
年
分
以
後
の
各
年
分
で
決
定
を
受
け
た
年
分
に
係
る
第
十
七
条
第
一
項
第

年
分
の
翌
年
分
以
後
の
各
年
分
で
決
定
を
受
け
た
年
分
に
係
る
第
十
七
条
第
一
項
第

二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
（
当
該
金
額
に
つ
き
修
正
申
告
書
の
提
出
又

二
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第
五
号
に
掲
げ
る
金
額
（
当
該
金
額
に
つ
き
修
正
申
告
書

は
更
正
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
申
告
又
は
更
正
後
の
金
額
）
が
過
大
と
な
る
と

の
提
出
又
は
更
正
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
申
告
又
は
更
正
後
の
金
額
）
が
過
大

き
、
又
は
同
条
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
（
当
該
金
額
に
つ

と
な
る
と
き
、
又
は
同
項
第
四
号
若
し
く
は
第
六
号
に
掲
げ
る
金
額
（
当
該
金
額
に

き
修
正
申
告
書
の
提
出
又
は
更
正
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
申
告
又
は
更
正
後
の

つ
き
修
正
申
告
書
の
提
出
又
は
更
正
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
申
告
又
は
更
正
後

金
額
）
が
過
少
と
な
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

の
金
額
）
が
過
少
と
な
る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

一

確
定
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
所
得
税
法
第
百
二
十
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は

一

確
定
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
所
得
税
法
第
百
二
十
条
第
一
項
第
一
号
若
し
く
は

第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
百
二
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
又

第
三
号
か
ら
第
八
号
ま
で
又
は
第
百
二
十
三
条
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
五
号

は
第
百
二
十
三
条
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
五
号
か
ら
第
八
号
ま
で
（
こ
れ
ら

か
ら
第
八
号
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
百
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る

の
規
定
を
同
法
第
百
六
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る

場
合
を
含
む
。
）
に
掲
げ
る
金
額

金
額

二

復
興
特
別
所
得
税
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四

二

復
興
特
別
所
得
税
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六

号
ま
で
又
は
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額

号
ま
で
に
掲
げ
る
金
額

３

所
得
税
法
第
百
五
十
三
条
の
二
（
同
法
第
百
六
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

３

同

上

を
含
む
。
）
の
規
定
は
、
同
法
第
百
五
十
三
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
国
外
転
出

の
日
の
属
す
る
年
分
の
復
興
特
別
所
得
税
申
告
書
を
提
出
し
、
又
は
決
定
を
受
け
た

者
（
そ
の
相
続
人
及
び
包
括
受
遺
者
を
含
む
。
）
の
当
該
復
興
特
別
所
得
税
申
告
書

又
は
決
定
に
係
る
基
準
所
得
税
額
の
計
算
の
基
礎
と
な
る
同
項
に
規
定
す
る
有
価
証

券
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
に
つ
き
同
法
第
六
十
条
の
二
第
六
項
本
文
（
同
条

第
七
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
八
項
（
同
条
第
九
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
こ
と
に
よ
り

、
当
該
年
分
の
復
興
特
別
所
得
税
に
つ
き
次
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
こ
と
と
な

る
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

一

第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
（
当
該
金
額
に
つ

一

第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
金
額
（
当
該
金
額

き
修
正
申
告
書
の
提
出
又
は
更
正
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
申
告
又
は
更
正
後

に
つ
き
修
正
申
告
書
の
提
出
又
は
更
正
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
申
告
又
は
更

の
金
額
）
が
過
大
と
な
る
場
合

正
後
の
金
額
）
が
過
大
と
な
る
場
合

二

第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
（
当
該
金
額
に
つ
き
修

二

第
十
七
条
第
一
項
第
四
号
又
は
第
六
号
に
掲
げ
る
金
額
（
当
該
金
額
に
つ
き
修

正
申
告
書
の
提
出
又
は
更
正
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
申
告
又
は
更
正
後
の
金

正
申
告
書
の
提
出
又
は
更
正
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
申
告
又
は
更
正
後
の
金

額
）
が
過
少
と
な
る
場
合

額
）
が
過
少
と
な
る
場
合

４
～
７

省

略

４
～
７

同

上



（
更
正
等
に
よ
る
源
泉
徴
収
特
別
税
額
等
の
還
付
等
）

（
更
正
等
又
は
決
定
に
よ
る
源
泉
徴
収
特
別
税
額
等
の
還
付
等
）

第
二
十
三
条

第
二
十
三
条

個
人
の
各
年
分
の
復
興
特
別
所
得
税
に
つ
き
国
税
通
則
法
第
二
十
五
条

の
規
定
に
よ
る
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
決
定
に
係
る
第
十
七
条
第
一

項
第
四
号
に
掲
げ
る
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
税
務
署
長
は
、
そ
の
個
人
に
対
し
、
当

該
金
額
に
相
当
す
る
復
興
特
別
所
得
税
を
還
付
す
る
。

個
人
の
各
年
分
の
復
興
特
別
所
得
税
に
つ
き
更
正
（
当
該
復
興
特
別
所

２

個
人
の
各
年
分
の
復
興
特
別
所
得
税
に
つ
き
更
正
（
当
該
復
興
特
別
所
得
税
に
つ

得
税
に
つ
い
て
の
処
分
等
（
更
正
の
請
求
に
対
す
る
処
分
又
は
国
税
通
則
法
第
二
十

い
て
の
処
分
等
（
更
正
の
請
求
に
対
す
る
処
分
又
は
国
税
通
則
法
第
二
十
五
条
の
規

五
条
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
い
う
。
）
に
係
る
不
服
申
立
て
又
は
訴
え
に
つ
い
て
の

定
に
よ
る
決
定
を
い
う
。
）
に
係
る
不
服
申
立
て
又
は
訴
え
に
つ
い
て
の
決
定
若
し

決
定
若
し
く
は
裁
決
又
は
判
決
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
更

く
は
裁
決
又
は
判
決
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
更
正
等
」
と

正
等
」
と
い
う
。
）
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
更
正
等
に
よ
り
第
十
七
条
第

い
う
。
）
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
更
正
等
に
よ
り
第
十
七
条
第
一
項
第
四

二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
が
増
加
し
た
と
き
は
、
税
務
署
長
は
、
そ
の
個
人
に
対

号
に
掲
げ
る
金
額
が
増
加
し
た
と
き
は
、
税
務
署
長
は
、
そ
の
個
人
に
対
し
、
そ
の

し
、
そ
の
増
加
し
た
部
分
の
金
額
に
相
当
す
る
復
興
特
別
所
得
税
を
還
付
す
る
。

増
加
し
た
部
分
の
金
額
に
相
当
す
る
復
興
特
別
所
得
税
を
還
付
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
金
の
額
の
計
算
の
基
礎
と
な

３

前
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
還
付
金
の
額
の
計
算
の
基
礎

っ
た
第
十
七
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
源
泉
徴
収
特
別
税
額
の
う
ち
に
ま
だ
納

と
な
っ
た
第
十
七
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
源
泉
徴
収
特
別
税
額
の
う
ち
に
ま

付
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
金
の
額
の
う
ち

だ
納
付
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
金
の
額

そ
の
納
付
さ
れ
て
い
な
い
部
分
の
金
額
に
相
当
す
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
そ
の
納
付

の
う
ち
そ
の
納
付
さ
れ
て
い
な
い
部
分
の
金
額
に
相
当
す
る
金
額
に
つ
い
て
は
、
そ

が
あ
る
ま
で
は
、
還
付
し
な
い
。

の
納
付
が
あ
る
ま
で
は
、
還
付
し
な
い
。

４

個
人
の
各
年
分
の
復
興
特
別
所
得
税
に
つ
き
国
税
通
則
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に

よ
る
決
定
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
決
定
に
係
る
第
十
七
条
第
一
項
第
六
号

に
掲
げ
る
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
税
務
署
長
は
、
そ
の
個
人
に
対
し
、
当
該
金
額
に

相
当
す
る
同
号
に
規
定
す
る
予
納
特
別
税
額
（
次
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
「
予
納

特
別
税
額
」
と
い
う
。
）
を
還
付
す
る
。

３

個
人
の
各
年
分
の
復
興
特
別
所
得
税
に
つ
き
更
正
等
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

５

個
人
の
各
年
分
の
復
興
特
別
所
得
税
に
つ
き
更
正
等
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
更
正
等
に
よ
り
第
十
七
条
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
が
増
加
し
た
と
き
は

そ
の
更
正
等
に
よ
り
第
十
七
条
第
一
項
第
六
号
に
掲
げ
る
金
額
が
増
加
し
た
と
き
は

、
税
務
署
長
は
、
そ
の
個
人
に
対
し
、
そ
の
増
加
し
た
部
分
の
金
額
に
相
当
す
る
同

、
税
務
署
長
は
、
そ
の
個
人
に
対
し
、
そ
の
増
加
し
た
部
分
の
金
額
に
相
当
す
る
予

号
に
規
定
す
る
予
納
特
別
税
額
（
次
項
に
お
い
て
「
予
納
特
別
税
額
」
と
い
う
。
）

納
特
別
税
額
を
還
付
す
る
。

を
還
付
す
る
。

４

税
務
署
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
金
の
還
付
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
同

６

税
務
署
長
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
金
の
還
付
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、

項
に
規
定
す
る
年
分
の
予
納
特
別
税
額
に
つ
い
て
納
付
さ
れ
た
延
滞
税
が
あ
る
と
き

こ
れ
ら
の
規
定
に
規
定
す
る
年
分
の
予
納
特
別
税
額
に
つ
い
て
納
付
さ
れ
た
延
滞
税

は
、
そ
の
額
の
う
ち
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
還
付
さ
れ
る
予
納
特
別
税
額
に
対
応
す

が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
額
の
う
ち
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
還
付
さ
れ
る
予
納
特
別

る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
を
併
せ
て
還
付
す
る
。

税
額
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
を
併

せ
て
還
付
す
る
。

５

前
各
項
（
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
復
興
特
別
所
得
税
を
還
付
す
る
場

７

前
各
項
（
第
三
項
を
除
く
。
）
の
規
定
に
よ
り
復
興
特
別
所
得
税
を
還
付
す
る
場



合
に
お
い
て
、
所
得
税
法
第
百
五
十
九
条
又
は
第
百
六
十
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同

合
に
お
い
て
、
所
得
税
法
第
百
五
十
九
条
又
は
第
百
六
十
条
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同

法
第
百
六
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
還
付
す
る

法
第
百
六
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
還
付
す
る

年
分
が
同
一
で
あ
る
所
得
税
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
復
興
特
別
所
得
税
は
、
当
該
所

年
分
が
同
一
で
あ
る
所
得
税
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
復
興
特
別
所
得
税
は
、
当
該
所

得
税
に
併
せ
て
還
付
す
る
も
の
と
す
る
。

得
税
に
併
せ
て
還
付
す
る
も
の
と
す
る
。

６

省

略

８

同

上

７

所
得
税
法
第
百
五
十
九
条
第
三
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
百
六
十
条
第
三
項
か
ら

９

所
得
税
法
第
百
五
十
九
条
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
百
六
十
条
第
四
項
か
ら

第
五
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
百
六
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

第
六
項
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
法
第
百
六
十
八
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
規
定
は
、
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
還
付
す
る
復
興
特

含
む
。
）
の
規
定
は
、
第
一
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
還
付
す
る
復
興
特

別
所
得
税
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

別
所
得
税
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

８

第
六
項
の
規
定
に
よ
り
還
付
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が

第
八
項
の
規
定
に
よ
り
還
付
が
あ
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が

10

あ
る
場
合
の
そ
の
処
理
の
方
法
そ
の
他
前
各
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項

あ
る
場
合
の
そ
の
処
理
の
方
法
そ
の
他
前
各
項
の
規
定
の
適
用
に
関
し
必
要
な
事
項

は
、
政
令
で
定
め
る
。

は
、
政
令
で
定
め
る
。

（
源
泉
徴
収
義
務
等
）

（
源
泉
徴
収
義
務
等
）

第
二
十
八
条

所
得
税
法
第
四
編
第
一
章
か
ら
第
六
章
ま
で
並
び
に
租
税
特
別
措
置
法

第
二
十
八
条

所
得
税
法
第
四
編
第
一
章
か
ら
第
六
章
ま
で
並
び
に
租
税
特
別
措
置
法

第
三
条
の
三
第
三
項
、
第
六
条
第
二
項
（
同
条
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

第
三
条
の
三
第
三
項
、
第
六
条
第
二
項
（
同
条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
八
条
の
三
第
三
項
、
第
九
条
の
二
第
二
項
、
第
九
条
の
三
の
二
第

を
含
む
。
）
、
第
八
条
の
三
第
三
項
、
第
九
条
の
二
第
二
項
、
第
九
条
の
三
の
二
第

一
項
、
第
三
十
七
条
の
十
一
の
四
第
一
項
、
第
三
十
七
条
の
十
四
の
二
第
八
項
、
第

一
項
、
第
三
十
七
条
の
十
一
の
四
第
一
項
、
第
三
十
七
条
の
十
四
の
二
第
八
項
、
第

四
十
一
条
の
九
第
三
項
、
第
四
十
一
条
の
十
二
第
三
項
、
第
四
十
一
条
の
十
二
の
二

四
十
一
条
の
九
第
三
項
、
第
四
十
一
条
の
十
二
第
三
項
、
第
四
十
一
条
の
十
二
の
二

第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
四
十
一
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
所
得

第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び
第
四
十
一
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
所
得

税
を
徴
収
し
て
納
付
す
べ
き
者
は
、
そ
の
徴
収
（
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
令

税
を
徴
収
し
て
納
付
す
べ
き
者
は
、
そ
の
徴
収
（
平
成
二
十
五
年
一
月
一
日
か
ら
令

和
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
う
べ
き
も
の
に
限
る
。
）
の
際
、
復
興

和
十
九
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
う
べ
き
も
の
に
限
る
。
）
の
際
、
復
興

特
別
所
得
税
を
併
せ
て
徴
収
し
、
当
該
所
得
税
の
法
定
納
期
限
（
国
税
通
則
法
第
二

特
別
所
得
税
を
併
せ
て
徴
収
し
、
当
該
所
得
税
の
法
定
納
期
限
（
国
税
通
則
法
第
二

条
第
八
号
に
規
定
す
る
法
定
納
期
限
を
い
う
。
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。

条
第
八
号
に
規
定
す
る
法
定
納
期
限
を
い
う
。
第
三
十
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。

）
ま
で
に
、
当
該
復
興
特
別
所
得
税
を
当
該
所
得
税
に
併
せ
て
国
に
納
付
し
な
け
れ

）
ま
で
に
、
当
該
復
興
特
別
所
得
税
を
当
該
所
得
税
に
併
せ
て
国
に
納
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ば
な
ら
な
い
。

２
～

省

略

２
～

同

上

11

11

（
復
興
特
別
所
得
税
に
係
る
所
得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）

（
復
興
特
別
所
得
税
に
係
る
所
得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）

第
三
十
三
条

復
興
特
別
所
得
税
に
係
る
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
法
律
の
適
用
に

第
三
十
三
条

同

上

つ
い
て
は
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。



第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

第
一
欄

第
二
欄

第
三
欄

第
四
欄

所
得
税
法

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

同

上

第
百
五
十
三

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

条

掲
げ
る
金
額
に
つ

掲
げ
る
金
額
又
は
東
日
本

同

上

掲
げ
る
金
額
又
は
東
日
本

き

大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た

大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た

め
の
施
策
を
実
施
す
る
た

め
の
施
策
を
実
施
す
る
た

め
に
必
要
な
財
源
の
確
保

め
に
必
要
な
財
源
の
確
保

に
関
す
る
特
別
措
置
法
第

に
関
す
る
特
別
措
置
法
第

六
条
第
八
号
（
定
義
）
に

六
条
第
八
号
（
定
義
）
に

規
定
す
る
復
興
特
別
所
得

規
定
す
る
復
興
特
別
所
得

税
申
告
書
に
記
載
す
べ
き

税
申
告
書
に
記
載
す
べ
き

同
法
第
十
七
条
第
一
項
第

同
法
第
十
七
条
第
一
項
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
若

一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
（

し
く
は
第
二
項
第
一
号
若

課
税
標
準
及
び
税
額
の
申

し
く
は
第
二
号
（
課
税
標

告
）
に
掲
げ
る
金
額
に
つ

準
及
び
税
額
の
申
告
）
に

き

掲
げ
る
金
額
に
つ
き

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

省

略

省

略

省

略

省

略

同

上

同

上

同

上

同

上

２
～
６

省

略

２
～
６

同

上

７

外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関

７

外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関

す
る
法
律
第
三
十
二
条
第
五
項
の
規
定
は
、
居
住
者
又
は
非
居
住
者
で
あ
る
外
国
居

す
る
法
律
第
三
十
二
条
第
五
項
の
規
定
は
、
居
住
者
又
は
非
居
住
者
で
あ
る
外
国
居

住
者
等
が
第
二
十
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
金
額
に
つ
き
同
法
第
三
十
二
条
第
二

住
者
等
が
第
二
十
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
金
額
に
つ
き
同
法
第
三
十
二
条
第
二

項
又
は
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

項
又
は
第
三
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

お
い
て
準
用
す
る
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税

お
い
て
準
用
す
る
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税

法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
六
十
三
条
に
お
い
て
「
租
税
条

法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
六
十
三
条
に
お
い
て
「
租
税
条

約
等
実
施
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
更
正
を
受
け
た
場

約
等
実
施
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
更
正
を
受
け
た
場



合
に
お
い
て
、
そ
の
更
正
に
伴
い
、
そ
の
更
正
に
係
る
年
分
の
翌
年
分
以
後
の
各
年

合
に
お
い
て
、
そ
の
更
正
に
伴
い
、
そ
の
更
正
に
係
る
年
分
の
翌
年
分
以
後
の
各
年

分
の
復
興
特
別
所
得
税
申
告
書
に
記
載
し
た
、
若
し
く
は
決
定
を
受
け
た
年
分
に
係

分
の
復
興
特
別
所
得
税
申
告
書
に
記
載
し
た
、
若
し
く
は
決
定
を
受
け
た
年
分
に
係

る
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
金
額
（
当
該
金
額
に
つ
き

る
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第
五
号
に
掲
げ
る
金
額
（
当
該
金

修
正
申
告
書
の
提
出
又
は
更
正
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
申
告
又
は
更
正
後
の
金

額
に
つ
き
修
正
申
告
書
の
提
出
又
は
更
正
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
申
告
又
は
更

額
）
が
過
大
と
な
る
と
き
、
又
は
復
興
特
別
所
得
税
申
告
書
に
記
載
し
た
、
若
し
く

正
後
の
金
額
）
が
過
大
と
な
る
と
き
、
又
は
復
興
特
別
所
得
税
申
告
書
に
記
載
し
た

は
決
定
を
受
け
た
年
分
に
係
る
同
条
第
二
項
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
金

、
若
し
く
は
決
定
を
受
け
た
年
分
に
係
る
同
項
第
四
号
若
し
く
は
第
六
号
に
掲
げ
る

額
（
当
該
金
額
に
つ
き
修
正
申
告
書
の
提
出
又
は
更
正
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の

金
額
（
当
該
金
額
に
つ
き
修
正
申
告
書
の
提
出
又
は
更
正
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ

申
告
又
は
更
正
後
の
金
額
）
が
過
少
と
な
る
と
き
の
そ
の
更
正
を
受
け
た
居
住
者
又

の
申
告
又
は
更
正
後
の
金
額
）
が
過
少
と
な
る
と
き
の
そ
の
更
正
を
受
け
た
居
住
者

は
非
居
住
者
で
あ
る
外
国
居
住
者
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

又
は
非
居
住
者
で
あ
る
外
国
居
住
者
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て

外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す

、
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関

る
法
律
第
三
十
二
条
第
五
項
中
「
所
得
税
法
第
百
五
十
三
条
の
項
及
び
」
と
あ
る
の

す
る
法
律
第
三
十
二
条
第
五
項
中
「
所
得
税
法
第
百
五
十
三
条
の
項
及
び
」
と
あ
る

は
、
「
所
得
税
法
第
百
五
十
三
条
の
項
中
「
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法

の
は
、
「
所
得
税
法
第
百
五
十
三
条
の
項
中
「
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税

、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
居
住

法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
と
あ
る
の
は
「
外
国
居

者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第

住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律

三
十
二
条
第
二
項
又
は
第
三
項
（
国
税
庁
長
官
の
確
認
が
あ
つ
た
場
合
の
更
正
の
請

第
三
十
二
条
第
二
項
又
は
第
三
項
（
国
税
庁
長
官
の
確
認
が
あ
つ
た
場
合
の
更
正
の

求
の
特
例
等
）
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を

請
求
の
特
例
等
）
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策

実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
第
七
項

を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
三
十
三
条
第
七

（
復
興
特
別
所
得
税
に
係
る
所
得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場

項
（
復
興
特
別
所
得
税
に
係
る
所
得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
に
お
い
て
準
用
す
る

合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人

場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法

税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
と
、
同
表
」
と
読
み
替
え
る
も
の

人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
」
と
、
同
表
」
と
読
み
替
え
る
も

と
す
る
。

の
と
す
る
。

８
～

省

略

８
～

同

上

10

10

租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
七
条
第
四
項
の
規
定
は
、
居
住
者
又
は
相
手
国
居
住

租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
七
条
第
四
項
の
規
定
は
、
居
住
者
又
は
相
手
国
居
住

11

11

者
等
が
第
二
十
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
金
額
に
つ
き
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法

者
等
が
第
二
十
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
金
額
に
つ
き
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法

第
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

第
七
条
第
一
項
又
は
第
二
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
前
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
の
更
正
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
更
正
に
伴
い
、
そ
の
更
正
に
係

含
む
。
）
の
更
正
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
更
正
に
伴
い
、
そ
の
更
正
に
係

る
年
分
の
翌
年
分
以
後
の
各
年
分
の
復
興
特
別
所
得
税
申
告
書
に
記
載
し
た
、
若
し

る
年
分
の
翌
年
分
以
後
の
各
年
分
の
復
興
特
別
所
得
税
申
告
書
に
記
載
し
た
、
若
し

く
は
決
定
を
受
け
た
年
分
に
係
る
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲

く
は
決
定
を
受
け
た
年
分
に
係
る
第
十
七
条
第
一
項
第
二
号
、
第
三
号
若
し
く
は
第

げ
る
金
額
（
当
該
金
額
に
つ
き
修
正
申
告
書
の
提
出
又
は
更
正
が
あ
っ
た
場
合
に
は

五
号
に
掲
げ
る
金
額
（
当
該
金
額
に
つ
き
修
正
申
告
書
の
提
出
又
は
更
正
が
あ
っ
た

、
そ
の
申
告
又
は
更
正
後
の
金
額
）
が
過
大
と
な
る
と
き
、
又
は
復
興
特
別
所
得
税

場
合
に
は
、
そ
の
申
告
又
は
更
正
後
の
金
額
）
が
過
大
と
な
る
と
き
、
又
は
復
興
特

申
告
書
に
記
載
し
た
、
若
し
く
は
決
定
を
受
け
た
年
分
に
係
る
同
条
第
二
項
第
一
号

別
所
得
税
申
告
書
に
記
載
し
た
、
若
し
く
は
決
定
を
受
け
た
年
分
に
係
る
同
項
第
四

若
し
く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
（
当
該
金
額
に
つ
き
修
正
申
告
書
の
提
出
又
は
更

号
若
し
く
は
第
六
号
に
掲
げ
る
金
額
（
当
該
金
額
に
つ
き
修
正
申
告
書
の
提
出
又
は

正
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
申
告
又
は
更
正
後
の
金
額
）
が
過
少
と
な
る
と
き
の

更
正
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
申
告
又
は
更
正
後
の
金
額
）
が
過
少
と
な
る
と
き



そ
の
更
正
を
受
け
た
居
住
者
又
は
相
手
国
居
住
者
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

の
そ
の
更
正
を
受
け
た
居
住
者
又
は
相
手
国
居
住
者
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

合
に
お
い
て
、
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
七
条
第
四
項
の
表
所
得
税
法
第
百
五
十

場
合
に
お
い
て
、
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
第
七
条
第
四
項
の
表
所
得
税
法
第
百
五

三
条
の
項
中
「
更
正
の
特
例
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
更
正
の
特
例
）
（
東
日
本
大
震

十
三
条
の
項
中
「
更
正
の
特
例
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
更
正
の
特
例
）
（
東
日
本
大

災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す
る

震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
た
め
に
必
要
な
財
源
の
確
保
に
関
す

特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
三
十
三
条
第
十
項
（
復
興
特

る
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
三
十
三
条
第
十
項
（
復
興

別
所
得
税
に
係
る
所
得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

特
別
所
得
税
に
係
る
所
得
税
法
の
適
用
の
特
例
等
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

む
。
）
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

・

省

略

・

同

上

12

13

12

13

（
定
義
）

（
定
義
）

第
四
十
条

こ
の
章
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号
に

第
四
十
条

同

上

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
～
十

省

略

一
～
十

同

上

十
一

事
業
年
度

法
人
税
法
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
並
び
に
租
税
特
別
措
置
法

十
一

事
業
年
度

法
人
税
法
第
十
三
条
及
び
第
十
四
条
並
び
に
租
税
特
別
措
置
法

第
六
十
六
条
の
十
一
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
年
度
を
い
う
。

第
六
十
六
条
の
十
一
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
事
業
年
度
を
い
う
。

十
二
～
二
十

省

略

十
二
～
二
十

同

上

（
外
国
法
人
の
提
出
す
る
申
告
書
に
係
る
記
名
押
印
）

第
六
十
条

削
除

第
六
十
条

法
人
税
法
第
百
五
十
一
条
の
規
定
は
、
外
国
法
人
が
復
興
特
別
法
人
税
申

告
書
に
係
る
修
正
申
告
書
を
提
出
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。


